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島本町教育委員会 会議録（令和３年第２回 定例会） 

日 時 
令和３年２月２日（火） 

 午前９時３０分 ～ 午前１１時００分 

場 所 島本町役場地階 第五会議室 

出 席 者 持田学教育長、髙岡理恵教育委員、西山洋子教育委員、森田美佐教育委員、

西尾一実教育委員 

（教育こども部）岡本泰三部長、安藤鎌吾次長 

（教育総務課）廣井信弥課長、島本恵子主査 

（教育推進課）山田敏博課長 

（子育て支援課）南田篤志課長 

（生涯学習課）奥野大介課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者  

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第 ２ 号議案 動産の買入れについて 

第 ３ 号議案 島本町青少年問題協議会設置条例の廃止について 

第 ２ 号報告 令和２年度教育費補正予算（案）の臨時代理について 

第 ４ 号議案 令和２年度教育費補正予算（案）について 

第 ５ 号議案 令和３年度教育費当初予算（案）について 

第 ３ 号報告 事務局職員人事の臨時代理について 

第 ６ 号議案 令和２年度教育委員会表彰に係る審査について 

第 ７ 号議案 教職員（管理職）人事について 

議 決 事 項 
第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案、 

第７号議案 

教 育 長 の   

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者２名 
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教育長       本日、出席者は５名です。定数を満たしておりますので、令和３年

第２回教育委員会定例会を開会いたします。 

お諮りいたします。会議録署名委員は、島本町教育委員会会議規則

第１７条の規定により、森田教育委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、会議録署名委員は、森田教育

委員に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

それでは、第２号議案「動産の買入れについて」を議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第２号議案「動産の買入れについて」、御説明申し上げま

す。 

この度の物品売買契約につきましては、その予定価格が７００万円 

以上であり、本契約を締結するに当たって議会の議決を求める必要が

ある教育関係の案件でございますことから、あらかじめ、教育委員会

の議決を求めるものでございます。 

それでは、議案資料の１枚目、町長名が記載されている資料をお開

きください。契約の概要についてでございますが、購入物品は町立小

中学校で使用するパソコン及びタブレット端末、買入れ金額は税込９，

６７９，２７４円、買入れ先は株式会社内田洋行大阪支店でございま

す。続いて、議案資料の２枚目をお開きください。まず、動産の内容

については、パソコン端末が２６台、タブレット端末が９４台、そし

て、付随のソフトでございます。なお、端末は、全て教職員用であり

ます。次に、買入れ金額については、先ほど述べたとおりでございま

す。最後に、契約の方法については、当初、指名競争入札を実施する

ため、本町の競争入札参加資格者名簿に登載する業者から、取扱いが

可能な業者６者を指名しましたが、最終的に、そのうち１者による入

札となったため、入札不調となりました。その後、当該入札に参加し

た１者に応札の意思が確認されましたことから、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第８号の規定に基づく随意契約とし、令和３年２

月１日に仮契約を締結しました。今後、この物品売買契約について議

会での議決を得ますと、その議決された日をもって本契約の締結とな

る予定でございます。なお、参考資料として、入札調書及び仕様書を
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添付しております。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      まず、契約の方法の随意契約という契約の仕方を教えてください。

２点目に、今回入札が不調になったため随意契約になったというこ 

とですが、入札辞退の理由を教えてください。３点目に、最終的には

入札が１社になったということですが、１社しかないためそこに決め

るという判断で良いということですか。４点目に、タブレットが９４

台ということですが、これで小・中学校の子どもたち全員に行き渡っ

たことになるのかどうかも教えてください。 

教育総務課長    １点目の随意契約の方法についてですが、地方自治体が業者等と契

約を行うに当たりましては、入札による方法が一般原則であり、基本

的には、最も価格が低い業者を選定するという方法を採っています。

ただ、例外的に、随意契約という入札によらない契約方法も法令で定

められております。こちらにつきましては、あくまで例外的な方法に

なりますので、制限がなされております。最も分かりやすい例で申し

ますと、一定金額以下の契約を行う場合、例えば委託関係でしたら５

０万円以下であれば随意契約が可能であり、見積合わせによる、より

簡便の方法で契約相手方を決めて契約を締結できるものです。今回は、

一旦は指名競争入札を行ったものの、１社しか入札がなく結果的に不

調ということになったものですが、入札の結果１社しか入札がなく不

調となった場合で、繰り返しの入札が困難であるという場合につきま

しては、入札のあった１社と随意契約により契約ができるという規定

がございますので、その規定によって随意契約させていただくもので

ございます。そのため、３点目の質問の答えにもなるのですが、結果

的に入札されたところが１社であったとしても、その後随意契約によ

って契約締結することが可能ということでございます。 

２点目の不調となった理由につきましてですが、直接業者の方に確

認はしていないため、あくまで推測にはなりますが、国のＧＩＧＡス

クール構想によるタブレット端末等の需要が全国的に高まっているた
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め、大量のＩＣＴ機器の発注に基づく納品が短期間では困難な状況に

なっていると伺っております。おそらく今回につきましても、一定数

のタブレット端末等の発注になりますので、入札辞退されたところに

つきましては、本年度中の納期が困難と判断され、事前に辞退された

ものであろうかと認識するところでございます。 

最後４点目のタブレット端末については、ＧＩＧＡスクール構想に

基づき１人１台のタブレット端末が児童・生徒に配備されますので、

ＩＣＴ機器を用いた授業等を展開できるように教職員用として購入す

るものでございます。 

教育委員      教職員用ということですので、教職員には１人１台端末があるとい

うことなのでしょうか。 

教育総務課長    今回タブレット端末として配備いたします９４台につきましては、

教職員１人に１台という計算ではなく、基本的には普通教室１教室当

たり１台を配備するという計算に基づいて購入するものでございます。

児童・生徒１人１台のタブレット端末の配備につきましては、現在、

納品のための手続を進めているところでございまして、本年度中に配

備される予定です。 

教育委員      普通教室に１台ということですので、予算に限りがあるので仕方な

いとは思いますが、教職員の使用方法については工夫が必要になるの

ではと思います。また、端末のひっ迫についてですが、児童・生徒用

の端末も品薄になっているということですので、今回の教職員用につ

いても強く業者におっしゃっていただかないと納期遅れの心配が出て

くるのではと思います。 

教育総務課長    教職員用タブレット端末につきましては、教職員についても１人１

台配備する方が望ましいところですが、予算等々の都合も踏まえて、

学校運営に支障のない限りで必要最小限の配備をさせていただきたい

と思います。１教室当たり１台で先生方が円滑にタブレット端末を使

用して学校運営に適切に反映できるように、今後、学校等とも十分に

意思疎通を図りながら、その使用について便宜を図ってまいりたいと

考えております。 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより、本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第３号議案「島本町青少年問題協議会設置条例の廃止に

ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    それでは、第３号議案「島本町青少年問題協議会設置条例の廃止に

ついて」、御説明申し上げます。 

          議案資料を御覧ください。廃止理由につきましては、類似機関との

整理に伴い廃止するものでございます。また、施行期日は、令和３年

４月１日でございます。 

島本町青少年問題協議会は、昭和５４年に地方青少年問題協議会法 

に基づき島本町青少年問題協議会設置条例を施行して以来、青少年の

非行防止や健全育成のため、関係機関との情報交換や連絡調整を行う

とともに、研修などにより知識の習得に努めてまいりました。しかし

ながら、近年では、協議会で諮るべき定期的な議案がなくなったこと

などから、平成３０年度に、青少年に関する非行事案が発生した場合

など、必要があれば招集することと改めました。なお、平成３０年度

以降は、協議会の開催実績はございません。また、青少年の非行防止

や健全育成についての類似の機関は他にもあるとともに、青少年問題

協議会の委員がそれらの組織に所属されていることもあり、これらを

整理する観点から、島本町青少年問題協議会は廃止することとし、そ

の廃止条例を上程するものでございます。 

 続きまして、１ページをご覧ください。今回の条例案の附則といた

しまして、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正を行うものです。島本町青少年問題協議会に関する項目

の削除を行うものでございます。 

 続きまして、１ページの特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用
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弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表を御覧ください。

現行の青少年問題協議会委員を改正案として削除するものでございま

す。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜わりますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      必要なときにだけ今後集まるということですが、どのような方が選

定されて集まるのかお伺いしたいです。 

生涯学習課長    青少年問題協議会については、平成３０年度以降、必要があれば開

催することとしていますが、それ以降、開催はなかったものでござい

ます。今後は、協議会が廃止されますので、必要に応じて集まるとい

うようなこともございません。 

教育委員      今後事案が上がってきた場合にどのように対処されるのでしょうか。 

生涯学習課長    青少年問題協議会は、これで廃止することになるわけでございます

けれども、類似の団体として島本町青少年指導員協議会がございます。

島本町青少年指導員協議会は、青少年の健全育成と非行防止を目的に、

定例会として毎月会議を持つほか、パトロールや青少年健全育成大会

の事業を主管しております。また、いきいき・ふれあい教育事業実行

委員会や「こども１１０番の家」運動に参画したりするなど、年間を

通じて活動しております。また、社会教育委員会議についても、社会

教育という側面から青少年に関することについて意見を頂いていると

ころでございます。今後は主に、この青少年指導員協議会、また、社

会教育委員会議で協議を図ってまいりたいと考えております。 

教育委員      青少年問題協議会は、地域によっていろんな名称がありますが、自

分の経験で言うと、子どもたちの問題行動や、児童の犯罪被害等につ

いての協議が多かったと思うのですが、会議が少なくなってきたとい

うことは、島本町内でもそのような問題が少なくなってきたと理解し

て良いのでしょうか。 

生涯学習課長    町内の状況ですが、以前に比べますと、たむろや非行は余り散見さ

れないような状況ではございます。ただ、最近はインターネットの発

達などに伴い、ＳＮＳなどによる見えない部分がございますので、そ
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れについては学校でも指導されていることと思いますし、また、島本

青少年指導員の方でも、子どもたちへの声掛けやパトロールを行って

まいりますので、青少年の健全育成についての活動は、今後も続けて

まいる所存でございます。 

教育委員      青少年問題協議会と青少年指導員協議会、それから社会教育委員会

議が類似しているとお話がありましたが、それぞれ目的があり、その

目的に足らないから新しい協議会ができてきたと思うのですが、青少

年問題協議会をなくしたことで、その他の会で補完できないというよ

うな問題はないのでしょうか。 

生涯学習課長    目的は、それぞれの法令に基づいてということになるのでございま

すけれども、青少年問題協議会の所掌事務としては、青少年の指導、

育成保護及び行政に関する総合的施策の樹立や必要な行政総合機関の

連絡調整を図ることとなっておりまして、青少年指導員協議会におき

ましても、同じように青少年の健全育成を図るというような大きな趣

旨が書かれておりますので、方向性としては、似たような形の趣旨で

あると認識しておるところでございます。 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより、本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第２号報告「令和２年度教育費補正予算（案）の臨時代

理について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第２号報告「令和２年度教育費補正予算（案）の臨時代

理について」、御説明申し上げます。 

本案件は、２月４日に開かれます臨時議会において提出する予定の 

補正予算に関するものであり、教育長に対する事務委任規則第１条第
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１項第１３号の「教育予算、条例の制定改廃その他議会の議決を経る

べき事件の議案の意見聴取について回答すること。」に該当するため、

本来であれば、教育委員会の議決を経る必要があるものでございます。

しかしながら、臨時議会に係る準備事務等の日程の都合上、臨時議会

に係る議案発送の日までに教育委員会議を開催し、教育委員会の議決

を経るための時間的余裕がございませんでしたので、教育長に対する

事務委任規則第３条第１項前段の規定に基づき教育長が本案件に係る

事務を臨時に代理し、同項後段の規定により、今回その報告をするも

のでございます。  

それでは、今回臨時に代理した補正予算の概要につきまして、添付  

資料を基に説明いたします。内容としましては、債務負担行為を１件

追加設定するものでございます。現在、第三小学校におきましては、

耐震基準を満たさない現Ａ棟の建替工事を進めており、来年度にその

現Ａ棟の解体工事を行う予定です。しかしながら、昨年１２月に、解

体工事に先立って請負業者がアスベストの含有調査を行った結果、現

Ａ棟内の一部の箇所について、現在の法定基準含有率を上回る率のア

スベストを含んでいることが分かりましたので、先にその除去工事を

行う必要が生じました。このため、令和３年４月早々には除去工事を

完了することができるようにするため、本年度中に変更契約を締結し

ておく必要がありますことから、その契約締結を可能とするための予

算の裏付けとして、債務負担行為を設定するものでございます。なお、

この除去工事の追加実施による建替工事全体の工期への影響は、特段

ございません。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       ただいまの報告について、御質問、御意見等ございませんか。 

教育委員      除去工事を令和３年４月には終わらせるようにしたいということで

すが、春休みの間に除去工事をされる予定で進められているというこ

とでしょうか。 

教育総務課長    おっしゃるとおりでございます。 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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教育長       ないようでございますので、報告内容のとおり承認するものといた

します。 

それでは、第４号議案「令和２年度教育費補正予算（案）について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第４号議案「令和２年度教育費補正予算（案）について」、

御説明申し上げます。 

本議案における教育予算に係る補正予算は、３月１日から開かれる 

町議会３月定例会議に提出予定のものでございます。始めに、教育総

務課及び教育推進課所管分について、説明いたします。添付しており

ます議案資料の３ページをお開きください。 

歳出内訳説明書の表、一番左の目の欄で申しますと、最上段の事務  

局費から最下段の教育振興費（中学校）まででございます。この度の

所管分の補正予算につきましては、主に、新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、事業の全部又は一部を中止したこと等による減額でござ

います。それ以外のものといたしまして、目の欄の上から３段目、学

校管理費（小学校）の委託料１１０万９千円の減額につきましては、

改修工事の工事監理業務を外部委託する必要がなくなったことによる

ものでございます。教育総務課及び教育推進課所管分の説明は、以上

でございます。 

子育て支援課長   続きまして、子育て支援課所管分について、御説明させていただき

ます。資料の１ページをご覧ください。歳入でございます。幼稚園使

用料（幼稚園預かり保育料）につきましては、利用者数が見込みより

も少なかったことによる減となっております。 

資料の４ページを御覧ください。歳出内訳説明書のうち、目）幼稚

園費でございます。まず、幼稚園管理運営事業、幼稚園教育振興事業

の各費目につきましては、主に、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、事業を中止したことなどによる減となっております。次に、

幼稚園バス運行事業の各費目につきましては、事業確定による減とな

っております。次に、施設等利用給付事業の私立幼稚園副食費補足給

付につきましては、給付見込額を精査し、当初予算額を下回る見込み

となったことによる減となっております。 

生涯学習課長    続きまして、生涯学習課所管分について、御説明申し上げます。４



10 

 

ページを御覧ください。歳出内訳説明書、下段の方の社会教育総務費

から、続きまして次のページ、青少年費、文化財保護費、歴史文化資

料館管理費、生涯学習費、図書館費、スポーツ推進費の最後までが生

涯学習課所管分となっているものでございます。全て減額補正をする

ものでございます。減額理由としましては、主に事業の確定及び新型

コロナウイルスの影響により事業などが中止となったことによるもの

でございます。金額の大きいものといたしましては、６ページの上か

ら２段目の文化財保護費、報酬、会計年度任用職員報酬１６７万５千

円ですが、埋蔵文化財等調査員を募集しているものの応募がないため、

減額補正するものでございます。また、一つ下段の職員手当等も、同

様の理由により期末手当分を減額補正するものでございます。また、

同じページ最下段のスポーツ推進費、スポーツ振興事業、負担金、補

助及び交付金の５５万円ですが、町民スポーツ実行委員会が主催して

いるスポーツレクリエーション祭が新型コロナウイルスの感染拡大防

止の観点から中止されたことに伴い、補助金を交付せず、減額補正す

るものでございます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      １ページ目ですが、幼稚園の使用料の補正の要求額が補正前の金額

の約半分ほどですが、この約半分になった原因で何か考えられるもの

があったら教えてください。続いて、４ページ目の幼稚園費の幼稚園

バスの運行事業のところで事業確定とのことですが、その意味をもう

少し詳しく教えてください。 

子育て支援課長   まず１点目の幼稚園預かり保育料の減額理由でございますけれども、

新型コロナウイルス感染症拡大防止ということで、第一幼稚園におき

まして臨時休園の期間、また、登園自粛要請の期間というのがござい

ましたので、これが大きく影響しているものでございます。そして、

２点目の幼稚園バスの運行事業の事業確定による減額の詳しい中身で

すけれども、まず委託料のバス運行業務につきましては、こちらは入

札を実施したことによる落札額による減となっております。そして、
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賃借料、幼稚園バス借上につきましては、リースをしておりますバス

の車両が年数の経過によりまして仕様上金額が減少しているものでご

ざいます。 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより、本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第５号議案「令和３年度教育費当初予算（案）について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第５号議案「令和３年度教育費当初予算（案）について」、

御説明申し上げます。 

本議案における教育予算に係る令和３年度当初予算は、３月１日か 

ら開かれる町議会３月定例会議に提出予定のものでございます。なお、

令和３年度の当初予算につきましては、本年４月に町長選挙を控えて

おりますことから、骨格予算と申しまして、町長の政策的判断に基づ

く新規事業に係る予算を除く、義務的経費や継続的事業に係る予算の

みで編成されるものとなります。 

始めに、歳入について説明いたします。議案資料の１ページをお開

きください。資料の１ページから２ページまでが歳入に関する部分と

なります。令和３年度当初の歳入予算は、総額４億５，２７９万２千

円で、前年度に比べ、８億５，９６８万３千円、率にして６５．５％

の減となっております。これは主に、第三小学校Ａ棟建替事業に係る

国庫補助金及び町債の減額によるものでございます。 

続いて、歳出について説明いたします。資料の３ページをお開きく

ださい。令和３年度当初の歳出予算は、総額１２億２，９５２万９千

円で、前年度に比べ、１０億９，９９０万１千円、率にして４７．２％
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の減となっております。これは主に、第三小学校Ａ棟建替事業に係る

予算の減額によるものでございます。 

最後に、資料の４ページから５ページにかけて、債務負担行為を設  

定している各事業について掲載しております。これらは、令和３年度

以降の年度において予算を支出することが令和２年度以前の時点で既

に予定されている複数年事業等に係るものとなっております。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

教育委員      １ページ目の国庫支出金の項目の教育費国庫補助金、スクールソー

シャルワーカー補助金ですが、こちらが本年度、案としては０円にな

っておりますが、次のページの２ページ目の府支出金にもスクールソ

ーシャルワーカー補助金という同じような項目がございまして、こち

らの方には７７万７千円で上がっておりますので、こちらに含まれる

というような認識でよろしいのでしょうか。また、同じく２ページ目

の各教室等参加負担金の内容が理解できないので、御説明ください。 

教育総務課長    まず１点目に御質問いただきましたスクールソーシャルワーカー補

助金につきましては、委員御指摘のとおり、国の補助金として令和２

年度当初に上げていたものを、今回、府補助金の方に上乗せする形で

計上しております。なお、令和２年度当初の予算編成におきましては、

当該補助金につきましては、国と府それぞれから補助金が交付される

ものとの理解で予算編成をいたしておりましたが、実際のところ全て

府から補助金として交付されるものでございましたので、令和３年度

当初の予算編成につきましては、全て府補助金として計上しているも

のでございます。 

なお、２点目の諸収入の雑入、各教室等参加負担金につきましては、

主に生涯学習課が所管する事業になりますが、住民向けに行われてい

る各種生涯学習関係の教室や講座に参加する住民の方から徴収させて

いただく参加料によって構成されているものでございます。 

生涯学習課長    教育総務課長から説明ありました生涯学習課で所管する陶芸教室等

の収入でございますが、金額が減っているものについては、全体とし

て実施する事業内容や回数を見直したために減っているものでござい

ます。 
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教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより、本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第３号報告「事務局職員人事の臨時代理について」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    それでは、第３号報告「事務局職員人事の臨時代理について」、御説

明申し上げます。 

本案件は、去る令和３年２月１日付けで発令された事務局職員の人 

事異動に関するものであり、教育長に対する事務委任規則第１条第１

項第８号の「事務局職員及び学校その他の教育機関の職員（府費負担

教職員を除く。）の任免を行うこと。」に該当するため、本来であれば、

教育委員会の議決を経る必要があるものでございます。しかしながら、

異動計画案の作成、内示等に係る事務の都合上、教育委員会議を開催

し、教育委員会の議決を経るための時間的余裕がございませんでした

ので、教育長に対する事務委任規則第３条第１項前段の規定に基づき

教育長が本案件に係る事務を臨時に代理し、同項後段の規定により、

今回その報告をするものでございます。 

それでは、今回臨時に代理した人事異動の概要につきまして、添付  

資料を基に説明いたします。２月１日付け発令の内容としましては、

町長部局の都市創造部都市計画課に所属する職員１名を教育こども部

教育総務課との兼務としたものでございます。なお、備考にあります

とおり、教育総務課におきましては、令和３年度当初に向けた教職員

人事に関する事務を専ら担当するものでございます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 
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教育長       ただいまの報告について、御質問、御意見等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告内容のとおり承認するものといた

します。 

お諮りします。第６号議案につきましては特定の個人の氏名を取り

扱うことから、また、第７号議案につきましては人事案件であること

から、教育委員会会議規則第１５条の規定により秘密会とすることと

して御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、第６号議案及び第７号議案に

つきましては、秘密会とすることに決しました。 

教育総務課長    ［令和２年度教育委員会表彰に係る審査について説明］ 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより、本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第７号議案「教職員（管理職）人事について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    ［教職員（管理職）人事について説明］ 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       ほかにございませんでしょうか。 
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（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより、本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、これをもちまして、令和３年第２回教育委員会定例会を

閉会いたします。 


